
五十音 品目
「生ごみ」の
分別対象か

備考

あ アイスクリーム × 液体は不可。

油 × 油分であるため不可。

あめ玉 ○

あんこ ○

あんパン ○

い インスタントコーヒー ○

う 牛の骨 × 発酵しにくいため不可。

ウニの殻 × 袋を破損する恐れがあるため不可。

うどんの麺 ○

梅干しの種 ○

え 枝（剪定枝） × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

エビの殻・尾 ○

お お菓子類 ○

おかゆ ○

お酒 × 液体はだめです。

④新聞紙やチラシなどで包装しないでください。二重袋もだめです。

⑤紙類・プラスチック類を混ぜて出さないでください。

⑥油分・塩分を多く含むものは出せません。

『生ごみ』の分別に迷ったら？
《迷いやすい『生ごみ』一覧表》

□五十音順に品目を記載しています。

【生ごみを出す際に、守っていただきたいこと。】

①液体は出せません。

②水分を含んでいるものは、水分をよくしぼり切って出してください。

③水切りネットや割り箸・つまようじ・たばこの吸い殻等の異物は一緒に混ぜないでください。



落ち葉 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

お茶がら ○

か 貝類（あさり・ツブ・しじみ等） ○

貝類（ホタテ・ほっき等の大きい物） × 発酵しにくいため不可。

片栗粉 ○

かつおぶし ○

カニのこうら ○ 　

かぼちゃのたね × 発酵しにくいため不可。

たばこの吸い殻 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

　 たね類（野菜・果物） ○

卵の殻 ○

タマネギの皮 ○

ち チーズ ○

チョコレート ○

つ 漬け物 ○

て ティーバッグ × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

天ぷら ○

と とうふ ○

トウモロコシの芯 × 発酵しにくいため不可。

トマトケチャップ × 液体は不可。

鳥の骨 ○

な 生クリーム × 液体は不可。

生米 ○

に 肉 ○

ぬ ぬか床 ○ 　

の 飲み物 × 液体は不可。

のり（佃煮） ○



のり（焼き海苔） ○

は パイナップルの皮 ○

バター（単体） × 油分を多く含んでいるため不可。

はちみつ ○

花類 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

パン ○

パン生地 ○

パン粉 ○

ひ ピーナッツの皮 ○

ビーフン ○

ピザ ○

ふ 豚の骨 × 発酵しにくいため不可。

腐敗した食べ物 × 腐敗菌が悪影響するため不可。

フランスパン ○

ふりかけ ○

プリン ○

へ ペットフード ○

ペットの糞・毛 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

ペット・動物の死体 × 生ごみではありません。

ベビーフード ○

ほ 干しシイタケ ○

か 髪の毛 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

　 ガム × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

からし ○

枯れ草 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

カレーパン ○

カレールウ（固形・粉） ○



カレーの残り ○ 　

寒天 ○

乾パン（保存食） ○

き 牛乳 × 液体は不可。

く 草 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

くすり類 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

くだものの皮 ○

クルミの殻 ○

こ コーヒーかす ○

粉チーズ ○

粉ミルク ○

ごま ○

米ぬか ○

小麦粉 ○

コロッケ ○

こんにゃく ○

さ 魚の頭 ○

魚の内臓 ○

魚の骨 ○

し 塩 × 塩分が強いため不可。

塩辛 ○ 　

シチューのルウ（固形・粉） ○

シチューの残り ○ 　

ジャム ○

醤油（しょうゆ） × 液体は不可。

食パン ○

しらたき ○



す スイカの皮 ○

スパゲッティの麺 ○

せ ゼラチン ○

そ ソース × 液体は不可。

そばの麺 ○

空豆の皮 ○

た タケノコの皮 × 発酵しにくいため不可。

ま マーガリン（単体） × 油分を多く含んでいるため不可。

　 マカロニ ○

マヨネーズ（単体） × 油分を多く含んでいるため不可。

み 未開封品 × 腐敗の可能性があるため不可。

みかんの皮 ○

味噌（単体） × 塩分を多く含んでいるため不可。

みそ汁 × 液体は不可。

む 麦茶のパック × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

め メリケン粉 ○

麺類（乾麺も含む） ○

も もち ○

や 野菜くず（皮を含む） ○

よ 洋菓子 ○

ようかん ○

楊子 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

ヨーグルト（単体） × 水分を多く含んでいるため不可。

ら ラーメンの汁 × 液体は不可。

ラーメンの麺 ○

ラムネ（粒タイプ） ○

り 離乳食 ○



れ 冷凍食品 ○ 解凍して水分を出し切れば〇。

わ 和菓子 ○

わさび ○

割り箸 × 生ごみではありません。「燃やせるごみ」へ。

※『違反シール』を貼られた場合は、分別しなおして出してください。

【このほか、生ごみの区別がつかない場合は、下記へお問い合わせください。】

八雲町役場　環境水道課環境衛生係

℡　０１３７－６３－２０２０

※上記分類で「×」なものは、従来どおり『燃やせるごみ：青色の袋』で排出してください。

※生ごみを排出する際は、ごみ袋の保護に努めてください。

　（カラスや猫・犬に荒らされないようポリバケツ等に入れてください。）


